
山陽小野田市空き家バンク実施要綱  

令和２年１２月２５日制定  

令和６年４月１日改正  

令和８年１月３０日改正  

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、山陽小野田市内の空き家の情報を市内外に発信すること

により、中古住宅市場での流通を促進し、管理不全空家等の発生を未然に防

止するとともに、空き家の活用による移住定住の促進及び地域振興を図るた

め、山陽小野田市空き家バンクの実施について必要な事項を定める。  

（定義）  

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。  

(1) 空家等 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第 

１２７号）第２条第１項に規定する空家等（同法第２条第２項に規定する

特定空家等を除く。）をいう。 

(2) 空き家 市内に存在する空家等（近く居住しなくなる見込みのものを含

む。）をいう。 

(3) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却、

賃貸等を行うことができる者をいう。 

(4) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申請を受

けて登録した情報を市長が必要と認める範囲で公開し、空き家の利用を希

望する者に対し提供するものをいう。 

(5) 暴力団 山陽小野田市暴力団排除条例（平成２３年山陽小野田市条例第

１８号。以下「暴力団排除条例」という。）第２条第１号に規定する暴力

団をいう。 

(6) 暴力団員 暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものでは



ない。 

（空き家バンクへの登録申請対象者） 

第４条 空き家バンクへの登録を申請できる者は、次の各号のいずれにも該当

する者とする。 

(1) 空き家の所有者等 

(2) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない者 

（空き家の登録申請） 

第５条 空き家バンクに空き家の情報を登録しようとする所有者等（以下「登

録申請者」という。）は、空き家バンク登録申請書（様式第１号。以下「申

請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) 建物の登記全部事項証明書（未登記の場合は、固定資産課税台帳兼名寄

帳の写し等） 

(2) 土地の登記事項証明書 

(3) その他市長が必要と認めるもの 

２ 登録申請者は、前項の規定による申請を行う場合において、当該空き家に

ついて権利を有する者がほかにあるときは、その全ての者から空き家バンク

への登録についての同意を得なければならない。 

（登録及び公開） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容及び

現地を確認し、適当であると認めたときは、登録申請者及び空き家に関する

事項を空き家バンク登録台帳（様式第２号。以下「登録台帳」という。）に

登録するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、登録

台帳への登録は行わない。 

(1) 抵当権の設定等により売買後の所有権移転登記ができないもの 

(2) 売買等に向けて交渉中のもの 

(3) 売買等を行う意思のないもの 

(4) その他市長が登録台帳への登録が適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録・空き家



バンク利用希望者登録決定・不決定通知書（様式第３号）により登録申請者

に通知するものとする。 

３ 市長は、第１項の規定により登録した空き家（以下「登録空き家」という。）

の情報を全国版空き家・空き地バンクで公開するほか、適切な方法で公開す

るものとする。 

４ 第１項の規定による登録の期限は、当該登録空き家の登録日の属する月の

初日から起算して２年間とする。ただし、登録期限後の再登録を妨げない。 

５ 市長は、前条第１項の規定による申請書の提出をしていない空き家で、登

録台帳に登録することが適当と認められるものについて、当該空き家の所有

者等に対して登録台帳の登録を勧めることができる。 

（登録事項の変更） 

第７条 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「登録者」という。）

は、登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク登録事項変更届

（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

（登録の取消） 

第８条 登録者は、契約が成立したとき、又は当該登録空き家の登録を取り消

そうとするときは、速やかに空き家バンク登録取消届（様式第５号）を市長

に提出しなければならない。 

２ 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録空き家

の登録を取り消すとともに、空き家バンク登録・空き家バンク利用希望者登

録取消決定通知書（様式第６号）により当該登録者に通知するものとする。 

(1) 前項の空き家バンク登録取消届の提出があったとき。 

(2) 登録空き家に係る所有権その他の権利に移動があったとき。 

(3) 登録空き家の売却、賃貸等の契約が成立したとき。 

(4) 登録から２年を経過したとき。 

(5) 登録事項に虚偽があったとき。 

(6) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者であると

わかったとき。 

(7) その他市長が適当でないと認めたとき。 



（利用希望者の申請等） 

第９条 登録空き家の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）は、

空き家バンク利用希望申請書（様式第７号）に、次に掲げる書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 

(1) 本人確認ができる書類 

(2) その他市長が必要と認めるもの 

２ 市長は、利用希望申請者が次に掲げる全ての要件を満たす場合は、当該利

用希望申請者を空き家バンク利用希望者登録台帳（様式第８号）（以下「利

用希望者登録台帳」という。）に登録するものとする。 

(1) 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない 

とき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が提供することを適当と認めたとき。 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録・空き家

バンク利用希望者登録決定・不決定通知書により利用希望申請者に通知する

ものとする。 

（利用希望登録者に係る登録事項の変更の届出） 

第１０条 前条第３項の規定による通知を受けた者（以下「利用希望者」とい

う。）は、登録事項に変更があったときは、速やかに空き家バンク利用希望

者登録台帳登録事項変更届（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

（利用希望者登録台帳の登録取消） 

第１１条 利用希望者は、契約が成立したとき、又は当該利用希望者登録台帳

の登録を取り消そうとするときは、速やかに空き家バンク利用希望者登録台

帳登録取消届（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用希

望者に係る利用希望者台帳の登録を取り消すとともに、空き家バンク登録・

空き家バンク利用希望者登録取消決定通知書により当該利用希望者に通知す

るものとする。 

(1) 前項の空き家バンク利用希望者登録台帳登録取消届が提出されたとき。 

(2) 第９条第２項の要件を満たさなくなったとき。 



(3) 暴力的又は脅迫的な言動又は要求行為を行ったとき。 

(4) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害す

るおそれがあると認められたとき。 

(5) 空き家バンク利用希望申請書等申込内容に虚偽があったとき。 

(6) 利用希望者登録台帳に登録後、２年を経過したとき。ただし、登録期限

後の再登録を妨げない。 

(7) その他市長が適当でないと認めたとき。 

（情報提供等） 

第１２条 市長は、必要に応じて、登録者及び利用希望者に対して、利用希望

者登録台帳に登録された有用な情報を提供するものとする。 

２ 前項に規定する情報提供のうち、個人情報に関する事項は、空き家バンク

物件利用希望通知書（様式第１１号）により当該登録空き家の登録者に対し

その旨を通知し、登録者情報通知書（様式第１２号）により利用希望者に登

録者の情報を通知する。 

３ 市長は、登録者及び利用希望者との登録空き家に関する交渉及び売却、賃

貸等の契約については、直接これに関与しないものとする。 

（個人情報の保護） 

第１３条 第５条第１項及び第９条第１項の規定により空き家バンクに登録さ

れている個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律（平成

１５年法律第５７号）に定めるところによる。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和２年１２月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和８年１月３０日から施行する。 





  



  



様式第４号（第７条関係） 

 

空き家バンク登録事項変更届 

 

  年  月  日 

山陽小野田市長 宛 

（登録者） 

住 所 

氏 名               

電 話 

 

下記のとおり、空き家バンク登録事項を変更したので、山陽小野田市空き家バン

ク実施要綱第７条の規定により本書を提出します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

登録空き家等 

所 在 地 
山陽小野田市 

変 更 内 容  

変 更 理 由  

※ 変更事項を反映した空き家バンク登録台帳（様式第２号）等を添付すること。 



様式第５号（第８条関係） 

 

空き家バンク登録取消届 

 

年  月  日 

山陽小野田市長 宛 

（登録者） 

住 所 

氏 名               

電 話 

 

 

下記のとおり、空き家バンクの登録を取り消したいので、山陽小野田市空き家バ

ンク実施要綱第８条第１項の規定により本書を提出します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

登録空き家等 

所 在 地 
山陽小野田市 

取 消 理 由 

□売買の契約が成立した 

□賃貸借の契約が成立した 

□その他（以下に理由を記載） 

 



  



  



  



様式第９号（第１０条関係） 

 

空き家バンク利用希望者登録台帳登録事項変更届 

 

年  月  日 

山陽小野田市長 宛 

（登録者） 

住 所 

氏 名               

電 話 

 

下記のとおり、空き家バンク利用希望者登録事項を変更したので、山陽小野田市

空き家バンク実施要綱第１０条の規定により本書を提出します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

変 更 内 容  

変 更 理 由  

※ 変更事項を反映した空き家バンク利用希望者登録台帳（様式第８号）等を添付すること。 



様式第１０号（第１１条関係） 

 

空き家バンク利用希望者登録台帳登録取消届 

 

年  月  日 

山陽小野田市長 宛 

（登録者） 

住 所 

氏 名               

電 話 

 

 

下記のとおり、空き家バンク利用希望者登録を取り消したいので、山陽小野

田市空き家バンク実施要綱第１１条第１項の規定により本書を提出します。 

 

記 

 

登 録 番 号  

取 消 理 由 

□売買の契約が成立した 

□賃貸借の契約が成立した 

□その他（以下に理由を記載） 

 



 

様式第１１号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 様 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

空き家バンク物件利用希望通知書 

 

下記のとおり、登録空家等の利用希望申請があったので、山陽小野田市空き

家バンク実施要綱第１２条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

利用希望空家等 

登 録 番 号 
 

利用希望者  

連 絡 先  

備 考  

※ 山陽小野田市は、登録空家等に関する交渉及び売買、賃貸借の契約については、直接

これに関与しません。 

※ 利用希望者との交渉及び契約には誠意をもって望み、疑義、紛争等については当事者

間で解決に当たってください。 



様式第１２号（第１２条関係） 

第     号 

年  月  日 

 様 

 

山陽小野田市長 藤 田 剛 二 

 

登録者情報通知書 

 

利用希望申請のありました下記の登録空き家について、山陽小野田市空き家

バンク実施要綱第１２条第２項の規定により、登録者の情報を下記のとおり

通知します。 

 

記 

 

利用希望空家等 

登 録 番 号 
 

登 録 者  

連 絡 先  

備 考  

※ 山陽小野田市は、登録空家等に関する交渉及び売買、賃貸借の契約については、直接

これに関与しません。 

※ 登録者との交渉及び契約には誠意をもって望み、疑義、紛争等については当事者間で

解決に当たってください。 


